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自然と社会が共生できるまち

環境7

施策方針
７-１ 自然環境の保全と持続的活用

施策方針
７-２ 快適な生活環境の構築
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●地域の自然資本が次世代に継承されています。自然と社会が共生できるまち

基本事業〔１〕 生物多様性の保全

基本事業〔１〕 快適な生活環境づくりに向けた取組

基本事業〔２〕 脱炭素社会に向けた取組

基本事業〔２〕 ごみの減量化・資源化の推進、廃棄物の適正処理
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❶
身近な自然を大切にする心を育むため
には、自然環境に関する正しい知識や
理解の普及、関心を高める取組が必要
です。

・ 市内の自然に触れ、学び、体験できる環境の
整備やミヤジマトンボなどの希少な生物の保
全、特定外来生物による生態系への影響と対
応に関する普及啓発等に取り組みます。

❷

生物多様性が社会活動の基盤である
ことが認知され、環境への配慮や生
物多様性を損なわない行動が日常的
に実践されるように取り組む必要が
あります。

・ 生物多様性の保全に向けて、生物多様性地
域戦略を策定し、保全活動を実施している
里地里山、企業緑地、都市の緑地等を自然
共生サイトや OECM に登録するなど、各
主体の取組を推進します。

❶
地域全体で再生可能エネルギーや省
エネルギーの取組を推進するために
は、理解の促進や導入への支援が必
要です。

・ 市民や事業者に対して脱炭素の必要性やメ
リットをわかりやすく伝えるなど、普及啓
発を行います。また、再生可能エネルギー・
省エネルギーの導入にかかるコストの低減
に向けた支援を継続して実施します。

❷
太陽光発電やバイオマス発電、小水
力発電など、地域資源を活用した再
生可能エネルギーによる電力の拡大
が必要です。

・ 公共施設において太陽光発電や省エネル
ギーの取組等を行うとともに、自治体新電
力による再生可能エネルギーの地産地消を
推進し、その収益を活用した地域課題の解
決に取り組みます。

７ 環 境

●自然と社会が共生できるまち▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶▶▶▶▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

7-1 自然環境の
保全と持続的活用

施策の
目指す姿

●市民や事業者などの生物多様性への理解が深まっている。
●市民や事業者、行政などが、それぞれの役割を担い、
　協働して地球温暖化対策を進めている。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］

〔1〕生物多様性の保全

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕脱炭素社会に向けた取組

主 な 課 題 主 な 取 組
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❸
地域の森林や藻場・干潟などが CO2

吸収源として十分に活用・管理され
ていないため、持続的な吸収源とし
て確保する取組が必要です。

・ 森林や藻場・干潟などの CO2 吸収量を J-
クレジット化し、自然資源の保全と経済循
環を一体的に進める仕組みを検討します。

●自然と社会が共生できるまち▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶▶▶▶▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●地域の自然資本が次世代に継承されています。

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 自然共生サイト、OECM への登録数 0 3か所

２ 市域における民生部門の二酸化炭素排出量 322千ｔ-CO2
（R4年度） 132千ｔ-CO2

主な関連計画

●環境基本計画　　　●地球温暖化対策実行計画

施策主管課室

環境共生課

主な関係課室

●観光課　●農林水産課
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❶ 公害に関する相談が毎年複数件寄せら
れており、対策が必要です。

・ 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などについて、
関係機関と連携して監視・指導を行います。

❷
簡易専用水道、専用水道、飲用井戸等
について、安全で衛生的な水の供給を
確保するため、施設の設置者や管理者
への意識啓発が必要です。

・ 施設管理者等に対して、適正な施設管理や
水質検査に関する周知や助言、指導を行い
ます。

❸
犬や猫の排泄物、不適切な餌やりに関
するトラブルを防ぐため、飼い主への
適正飼養の啓発や、飼い主のいない猫
等への対策が必要です。

・ 市ホームページや広報紙等を通じて適正飼
養の啓発を行うほか、地域猫活動の推進と
して不妊・去勢手術費用等の支援を引き続
き実施します。

❹
市営墓地では、安定的な墓所等の供給
のため、適正な管理とともに、時代の
ニーズに応じた整備が必要です。

・ 市営墓地を適正に管理するとともに、市営
尾野山墓地を再整備します。また、合葬墓
や樹木葬墓など、管理負担の少ない形態の
墓地整備を進めます。

❶
ごみの排出量は減少傾向にあるもの
の、更なる減量化・資源化を推進す
る必要があります。

・ 市民やスーパー、飲食店などの事業者と協
力・連携し、食品ロスの削減に取り組むと
ともに、プラスチックごみの資源化品目の
拡大を進めます。

７ 環 境

●自然と社会が共生できるまち▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶▶▶▶▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

7-2 快適な生活環境
の構築

施策の
目指す姿

●きれいで暮らしやすいまちづくりが進んでいる。
●市民や事業者がごみの排出抑制やリサイクルに取り組み、
　ごみの減量化や再資源化が進んでいる。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］

〔1〕快適な生活環境づくりに向けた取組

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕ごみの減量化・資源化の推進、廃棄物の適正処理

主 な 課 題 主 な 取 組
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❷
瀬戸内海沿岸に漂着するごみが問題と
なっており、海洋プラスチックが自然
環境に悪影響を及ぼしていることか
ら、対策が必要です。

・ 官民連携プラットフォーム「GSHIP」への
参画を通じて、プラスチックごみの流出防
止や、効果的な海岸清掃イベントを実施し
ます。

❸
人目につきにくい場所では不法投棄が発生
しやすく、生活環境の悪化につながるため、
関係機関と連携し、不法投棄の未然防止・
早期発見に向けた対策が必要です。

・ 不法投棄箇所の巡回、監視カメラ設置、不
法投棄防止看板の配布等を行います。

❹
廃棄物処理施設の安全かつ安定的な稼働
を確保するため、施設の適正管理を行う
とともに、ごみの排出者や収集運搬事業
者への啓発・指導を行う必要があります。

・ エネルギークリーンセンターの安定稼働やリ
サイクルプラザの機能維持のため、必要な改
修を行うとともに、市民へのごみの分別に関
する啓発や事業系ごみの展開検査等を通じて、
事業者に適正排出に向けた指導を行います。

❺
生活排水処理を安定的に行うため、廿
日市衛生センターの老朽化への対応が
必要です。

・ 老朽化している廿日市衛生センターの機能
を廿日市浄化センターに集約し、効率的に
生活排水の処理を行います。

●自然と社会が共生できるまち▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶▶▶▶▶▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●地域の自然資本が次世代に継承されています。

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 暮らしている地域の空気や水は澄んでいて、きれいだと
感じる市民の割合 58.8％ 65.5％

２ 市民 1 人 1 日あたりのごみ総排出量（g/ 人・日） 767g
（R6年度） 754g

３ 家庭ごみの減量化・再資源化に取り組んでいる市民の割合
【減量化】48.8%
【再資源化】35.4%

（R6年度）

【減量化】52.7%
【再資源化】39.3%

主な関連計画

●環境基本計画　　　●一般廃棄物処理基本計画

施策主管課室

循環型社会推進課

主な関係課室

●人権・市民生活課　●環境共生課　●農林水産課　
●下水道建設課


